
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■制度のしくみ 

 ■加入対象者＜組合員本人＞ 
西日本旅客鉄道労働組合の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、2020 年 8 月 1 日現在満 17 歳 6 ヵ月を超え、 

満 65 歳 6 ヵ月までの方 

＊組合員でなくなった場合、新規加入・増額はお取り扱いできません。（配偶者・こども含む）現在の加入内容の継続・脱退のお取り扱いはできます。 

＊組合員有資格者が西日本旅客鉄道労働組合を脱退した場合、継続のお取り扱いはできません。 

 

＜継続加入の取扱い＞ 
一旦加入すれば以後の更新時に病気であっても前年度と同じ保険金額以内で継続できます。更新の際に、保険金額・受取人等の変更の申し出
がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。ただし、保険料は毎年の加入状況・年齢により算出し変更します。 

 

ＪＲ西労組の組合員同士の助け合いの共済制度として無理・無駄のない掛金で運営しています。 

 

 ■加入例 18～35歳の組合員が月額 8万円コース（E+E）に加入の場合 

 

 ■制度の主旨 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■精神的支援 

 ■問い合せ先 
明治安田生命保険相互会社 大阪公法人部 法人営業第二部  ＴＥＬ  ０６－６２０８－５４２７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■加入対象者 

＜組合員本人＞ 

家族支援共済にご加入の組合員で 2020 年 8 月 1 日現在満 17 歳 6 ヵ月を超え、満 65 歳 6 ヵ月までの方 

＜配偶者＞ 

家族支援共済配偶者プランにご加入の組合員の配偶者で 2020 年 8 月 1 日現在満 17 歳 6 ヵ月を超え、満 65 歳 6 ヵ月までの方 

※配偶者だけの加入はできません。 

 

＊組合員でなくなった場合、新規加入・増額はお取り扱いできません。（配偶者含む）現在の加入内容の継続・脱退のお取り扱いはできます。 

＊組合員有資格者が西日本旅客鉄道労働組合を脱退した場合、継続のお取り扱いはできません。 

 

【自動更新の取扱い】 
保険期間の満了の日の２ヵ月前までに更新されない旨の申し出がない限り、ご契約は被保険者の健康状態に関わらず自動的に更新されます。 
ただし、保険期間満了の日の翌日における保険年齢が６５歳を超えるときは、自動更新のお取扱いをしません。 
※更新後のご契約の保険期間は１年間です。 ※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。 

 

 

 

 

 ■問い合せ先 
明治安田生命保険相互会社 大阪公法人部 法人営業第二部  ＴＥＬ  ０６－６２０８－５４２７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■加入対象者 
＜組合員本人＞ 

西日本旅客鉄道労働組合の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、2020 年 8 月 1 日現在満 17 歳 6 ヵ月を超え、満 65 歳 6 ヵ月

までの方 

＜配偶者＞ 

組合員本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、2020 年 8 月 1 日現在満 17 歳 6 ヵ月を超え、満 65 歳 6 ヵ月までの方 

※配偶者だけの加入はできません。 

 

＊組合員でなくなった場合、新規加入・増額はお取り扱いできません。（配偶者含む）現在の加入内容の継続・脱退のお取り扱いはできます。 

＊組合員有資格者が西日本旅客鉄道労働組合を脱退した場合、継続のお取り扱いはできません。 

 

【自動更新の取扱い】 
ご退職等により被保険者が契約者となった場合、保険期間満了の日の２ヵ月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態に 
かかわらず、８０歳まで自動的に更新されます。※更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率により計算します。 

 

 

 

 

 ■問い合せ先 
明治安田生命保険相互会社 大阪公法人部 法人営業第二部  ＴＥＬ  ０６－６２０８－５４２７ 

MY-A-20-他-002189 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ■加入対象者 

＜配偶者＞ 

西日本旅客鉄道労働組合の組合員の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、2020 年 8 月 1 日現在満 17 歳 6 ヵ月を超え、 

満 65 歳 6 ヵ月までの方（継続の場合は満 70 歳 6 カ月まで） 

＜こども＞ 

西日本旅客鉄道労働組合の組合員本人が扶養する子（健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します）

で申込書記載の告知内容に該当し、2020 年 8 月 1 日現在満 2 歳 6 ヵ月を超え、満 22 歳 6 ヵ月までの方 

 
＜継続加入の取扱い＞ 

一旦加入すれば以後の更新時に病気であっても前年度と同じ保険金額以内で継続できます。更新の際に、保険金額・受取人等の変更の申し出がな

い場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。ただし、保険料は毎年の加入状況・年齢により算出し変更します。 

 ■問い合せ先 
明治安田生命保険相互会社 大阪公法人部 法人営業第二部  ＴＥＬ  ０６－６２０８－５４２７ 

 

＜配偶者＞

初年度 最終年度

年 約　　　万円 約　　　万円 約　　　万円 万円

18-35歳 296 197

36-40歳 373 322

41-45歳 502 386

46-50歳 729 558

51-55歳 1,107 776

56-60歳 1,677 1,030

61-65歳 2,621 1,394

18-35歳 213 142

36-40歳 269 232

41-45歳 362 278

46-50歳 525 402

51-55歳 797 559

56-60歳 1,208 742

61-65歳 1,888 1,004

18-35歳 128 85

36-40歳 161 139

41-45歳 216 167

46-50歳 315 241

51-55歳 477 335

56-60歳 723 444

61-65歳 1,130 601

＜こども＞

初年度 最終年度

年 約　　　万円 約　　　万円 約　　　万円 万円

300万円 3～22歳 300

100万円 3～22歳 100

月額掛金（円）
受取総額

月額掛金（円）

ー
210

70

185

309

429

受取

年数

年金月額 一時金の場合
（死亡・高度障害保険金）

（年金原資）

男性 女性

コース 年齢

給付内容

受取

年数

年金月額 一時金の場合
（死亡・高度障害保険金）

受取総額

月額3万円 5 2.9 3.2 186

月額5万円 5 5.0 5.4 312

コース 年齢

給付内容

月額7万円 5 6.9 7.5 433

 ■保障内容・掛金 

●記載の掛金は 2019 年 8 月 1日更新時に適用の優良割引率で計算しています。なお、今後の本人の加入者数や保険金のお支払状況の増減等により適用する優良割引率が変更もしくは 
廃止になることがあります。 

●記載の年金額はパンフレット作成時点の明治安田生命の基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）で計算しています。実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率 
および引受金額により決定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。 

●掛金は概算であって、正規掛金は申込締切後 3ヵ月以内に算出し、概算掛金と異なった場合は初回に遡って精算いたします。 
●年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について６ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。 
（例）保険年齢 35 歳＝2020年 8月 1日現在満 34 歳 6ヵ月を超え満 35 歳 6ヵ月まで。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、掛金は前年度と変わります。 
●制度内容詳細はパンフレットをご参照ください。 
 


